
  

                                            2005 年 6月 27日 

  

  

  東 京 都 知 事  殿 

  

  

 住 所 東京都港区六本木三丁目二番十二号 

 氏 名 日本アイ・ビー・エム株式会社 本社事業所長 田中修一  

                                  （法人にあっては名称、代表者又は管理者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

  

  

 
                                  地球温暖化対策結果提出書 

  

  

  

  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第８条第２項の規定により地球温暖化の対 

 策の結果を別添のとおり提出します。 

  

    

  事業所の名称  日本アイ・ビー・エム株式会社 本社事業所 

    

    

  事業所の所在地  東京都港区六本木三丁目二番十二号 

    

    

  地球温暖化対策結果    別添のとおり 

    

    

    日本アイ・ビー・エム株式会社 

    六本木地区総務サービス部 

  連絡先  高橋 正夫 

    

     （電話番号 03-5563-4038     ） 

    

   

  ※受付欄 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  備考 ※印の欄には、記入しないこと。 

 



第２号様式の２（第５条関係）その１                                                               
                            地 球 温 暖 化 対 策 結 果 報 告 書                    
  
 １ 地球温暖化対策事業者の概要 
  (1) 地球温暖化対策事業者の氏名等 
  地球温暖化対策事業者の氏名               日本アイ・ビー・エム株式会社 
  （法人にあっては名称及び代  本社事業所 
  表者又は管理者の氏名）  本社事業所長 田中 修一 
  地球温暖化対策事業者の住所                 
  （法人にあっては主たる事務  東京都港区六本木三丁目二番十二号  
  所の所在地）   
  
   (2) 事業所の概要 
  事 業 所 の 名 称  日本アイ・ビー・エム株式会社 本社事業所 
  事 業 所 の 所 在 地  東京都港区六本木三丁目二番十二号 
  業 種  電気機械器具製造業 
   ■事務所         □百貨店 
   □その他の各種商品小売業 □その他の卸・小売業 
   □飲食店         □ホテル、旅館等 
   □学校          □病院、医療施設等 
  

業 種 等 業務部門における          
建築物の主たる用途          

 □その他のサービス業(                ) 
   

 
 
 
 
 
 
事 業 の 概 要              

■ハードウェアの販売：汎用コンピューター・システム、サーバー、

ワークステーション、マルチメヂア機器、プリンターおよびサプラ

イ関連用品、インダストリー・システム 
■ソフトウェアの販売：上記ハードウェアに付随するシステム・ソ

フトウェアおよびアプリケーション・ソフトウェア 
■上記ハードウェア製品のリース 
■企画サービス、構築サービスシステム・インテグレーション、運

用サービス、サプライ備品サービス、アウトソーシング・サービス
  計 画 期 間                  2002年 7月 1日 ～   2005年 6月30日 
  
  (3) 地球温暖化対策の結果の内容の公表方法等 

  公 表 期 間           2005 年 7 月 1日 ～ 2005 年  9 月 30 日 
    □窓口での閲覧（閲覧場所                       ）

  
公 表 方 法         ■ホームページ

（http://www-6.ibm.com/jp/company/environment/warming/index.html ） 
    □冊子(            ) □その他 (               ）

  
  (4) 担当部署  
  

名 称      日本アイ・ビー・エム株式会社 
 六本木地区総務サービス部長 小杉 博吉 

    電話番号 03-5563-4021 
  連 絡 先      (ファクシミリ番号    03-5563-4864              ) 
  

対策結果の担当部署

 (電子メールアドレス   E31135@jp.ibm.com             ) 
  名 称      六本木地区総務サービス部長 小杉 博吉 
    電話番号 03-5563-4021 
  連 絡 先      (ファクシミリ番号    03-5563-4864              ) 
  

公 表 の 担 当 部 署         

 (電子メールアドレス   E31135@jp.ibm.com            ) 
  

http://www-6.ibm.com/jp/company/environment/warming/index.html
mailto:E31135@jp.ibm.com


その２                                                                                         
  (5) 地球温暖化の対策の推進に関する方針等 
     ア 地球温暖化の対策の推進に関する方針 
  IBMはあらゆる事業活動において、環境保護のリーダー・シップを積極的に追求します。安全で健康的な職場環

境の保護、地球環境の保護、エネルギーと天然資源の保全の長年にわたるIBM環境ポリシーは、それぞれ、1967

年、1971年および1974年に明文化しました。これらは、長年にわたって、環境とIBMの事業を健全な状態に保つ

ことに寄与し、ここに掲げる環境ポリシーの基礎をなしています。 

● 安全かつ健康的な職場環境の提供。社員に適切な訓練を施し、安全確保および緊急用の適切な機器を備える。

● 事業を運営する地域社会の一員として環境保護の責任を担い 安全、衛生、環境などに悪影響を及ぼすような

事態や状況には、迅速に責任をもって対処する。事態や状況について、直ちに関係当局に報告するとともに、影

響を受ける恐れのある人々に適切に連絡をとる。  

●天然資源保護のため、部品の再利用および再生、再生材料の購入、再生可能な包装材およびその他の再生可能

材料を使用する。  

● 安全に使用でき、エネルギー効率が高く、環境保護を考慮し、再利用、再生可能、あるいは安全に処分できる

製品の開発、製造、販売を行う。 

● 環境に悪影響を及ぼさない開発、製造プロセスの導入、廃棄物を削減し、大気、水質、その他の汚染を防止し、

安全衛生面のリスクを減らし、安全で責任ある廃棄物処分を実施できるような運営と技術を開発、改善する。 

● 事業全体を通じて、責任あるエネルギー使用を的確に実践する。省エネを実施し、エネルギー効率を改善する

とともに、再生可能なエネルギー源を実現可能な範囲内で優先的に採用する。  

● 世界中で行われている環境保護と理解を改善する活動に参画し適切な汚染防止技術、知識と方法を適宜分ち合

う。 

● 環境問題の解決を助けるために、IBMの製品、サービス、専門技術を世界中で活用する。 

● 該当する法規制と、IBMが独自に定めた規制のすべてを遵守、またはそれを上回る事業活動をおこなっている

世界中のどの地域においても、同一で厳格なIBM独自の基準を設け、忠実に実行する。 

● IBMの環境マネジメント・システムと環境実績の継続的な改善に努め、環境プログレス・レポートを定期的に

発行し、情報を広く一般に開示する。 

● 方針の遵守状況について厳しい環境監査と自己診断を実施し 環境問題への対処の進捗を測定し、定期的に取

締役会に報告する。 

すべての社員およびIBM敷地内の契約者はこの環境ポリシーに従うものとし、環境、健康、安全に関して何らか

の懸念がある場合は、IBMの管理者に報告する義務を負う。報告を受けた管理者はこれに迅速に対応するものと

する。 

この環境方針は、日本IBMのホームページおよびIBMコーポレート・レスポンシビリティー・レポート等を通じ

て一般に公開する。 

以上の環境保護活動を通じて、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況、排出の抑制に係る措置及び目標など

を、地球温暖化対策計画書に定める。      
  
     イ 地球温暖化の対策の推進体制 
      本社事業所長 （＊１） 

       ■                   （注）（＊１）本社事業所全般を統括・運営する代表者。 
       ■                      （＊２）エネルギー管理や廃棄物など環境への負荷 
       ▼                           を監視、削減する責任者。 

環境管理委員会＜■■■■＞環境管理責任者     （＊３）入居部門の代表委員（環境管理委員）、事業所長、

（＊３）    ■      （＊２）              環境管理責任者で構成される。 
■                  事業所全体、および各部門毎の環境への負荷 
■                  を小さくする役割を担う。          

         ■                  主にＩＳＯ１４００１認証取得のための委員 
ＩＢＭ 六本木地区総務サービス部長 （＊４）       会でもある。 

■              （＊４）環境管理責任者を兼務している。 
▼                  環境保全を含めた設備管理業務に責任を持つ。

(株)レック・サービス（＊５）       （＊５）清掃・設備管理業務の委託契約先。 
日本ビルサービス(株)（＊６）         （＊６）   同上、 設備保全技術者集団。 

   



 その３                                                                                        
 ２ 温室効果ガスの排出の状況 
           年度別の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）  
                                          (単位 ｔ) 
   基 準 年 度      2002年度 2003年度   2004年度 
  

              年 度 
  排出活動 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

  ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は

船舶に用いられるものを除く。)における燃

料の使用 
 

0.00309442 0.00390166 0.00426684 0.00465124 

  燃料の使用 627.0733 632.43325 619.0409 554.84835 
  他人から供給された電気の使用 2361.316167 2117.161011 1928.657871 1823.062626 
  他人から供給された水の使用 7.95492 7.70094 7.353 7.03224 
  公共下水道への排水 12.831192 13.364604 13.44618 12.841884 
  燃料の使用 0.44597 0.56231 0.61494 0.67034 
  合  計  (総排出量 )  3009.624643 2771.226017 2569.117158 2398.460091 
  
 ３ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標の達成状況 
  (1) 温室効果ガスの排出の抑制目標の達成状況 
  抑 制 目 標 （ 計 画 ）                目 標 の 達 成 状 況                
  基準年の2001年(平成13年)度の総排出量基準値

3009.624643tであった。 
2004年(平成16年)度に、2398.460091 まで削減し、

対2001年度比マイナス20%を達成した。 
  目標設定にあたっては、事務所ビルという特徴を生

かしつつ、社内におけるプログラムとの整合性を考

慮した。①エネルギー削減プログラム（Energy Co
nservation Program）：毎年、あらたな削減施策を

打ち出し、対前年との差異を比較し、削減施策の効

果測定を行い、電気エネルギーの対前年比マイナス

４％を目標。②固形廃棄物のリサイクル率向上と廃

棄物管理プログラム：すでに実施しているマテリア

ル（ケミカル/サーマル）リサイクルを含め９９％

超のリサイクル率を達成している。今後も維持し、

ＯＡ用紙/コピー使用量、廃棄物総量の削減を目標。

③ＩＳＯ１４００１認証取得（2001年11月）後の諸

目標プログラム：事業所全体および入居部門独自

で、環境に大きな負荷を与える「著しい環境側面」

を洗い出し、事業所全体で構成している環境管理委

員会で目標の設定、実践、進捗を追求している 

 
計画時点の諸施策を確実に実践することにより、

初年度2002年度にマイナス8%、2003年度までにマ

イナス15%と、2004年度に20%と計画以上のスピ

ードで目標(4.8%)を大きくクリアした。 
 
 
 
 
 

    
  
  (2) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標の達成要因又は未達成要因 
   

貢献度の大きい施策は、ISO14001認証維持とあいまった事業所全体（入居者全員）の取組み強化によ

る照明消灯率の向上、また、建築設備改修工事であるエレベーター１０基の更新工事がきわめて効果

的であった。 
 

   
   
  

備考 基準年度とは、計画期間の初年度の前年度をいう。 
 



その４ 
   ４ 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の達成状況 
    (1) 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の達成状況                                                                                                         
 計 画 内 容                           取 組 の 状 況                              
 措置の区分 

措 置 の 内 容             措 置 の 目 標             措 置 の 内 容             措 置 の 目 標              
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
エネルギーの使
用の合理化 

①各部門、各人による消灯の徹底。
（自主点検リストを使用する。） 
②２０時以降２４時まで、毎時、遠
方操作により、全館オフィスの天井
照明を一斉消灯する。 
③ＰＣ機器などの電源オフを励行
する。 
④離席時は、ＰＣ画面をブラック・
フェイスにして節電を図る。 
⑤ＰＣについて、ＣＲＴタイプから
省電力の液晶タイプに順次更新す
る。 
⑥設備の更新時に、省エネ・システ
ムを採用する。 
⑦設備システムの高効率運転を行
う。 

電気エネルギーについて、毎年、対
前年比でマイナス４％の目標を掲
げる。 

計画の①、②、③、④、⑤について
は、２００２年度よりいっそう強化
を図った。 
実践は、事業所長、環境管理委員会、
総務部門が一体となったISO14001
の組織をフルに活用している。 
⑥、⑦については、１０基のエレベ
ーターを２００３年から２００４
年にかけて、renewal （更新工事）
を実施した。 
 
２００４年度は、前年の目標に、さ
らに、厨房使用水道量の１０％削減
（間接的に省エネルギーに貢献）を
加えて目標とした。 

２００２年度は対前年比５．
４％、２００３年度は、５．５％、
２００４年度は４．１％と、それ
ぞれ目標を超過達成した。 
 
 
 
 
 
 
２００４年度の厨房使用水道量
の削減は、１９．８％と目標を大
幅に超えて達成した。 
 

 

  
  
  
  
  

 

廃棄物の排出抑
制 

①リサイクルについて、ゴミゼロを
いっそう促進すべく、正しい分別を
徹底する。 
②原則、ＯＨＰフィルムの使用を止
め、ＰＣプロジェクターを使用す
る。 
③紙類の削減 
 ・コピー機の基本設定を両面コピ

ーにする。 
 ・１枚の用紙に複数枚の縮小コピ

ーを可能にする。 
 ・裏紙利用を推進する。 
④以上の計画をもって、総廃棄量を

抑制する。 

当面、２００２年度は、 
①コピー使用量を対前年比マイナ
ス１０％を目標にする。 

②ＯＡ用紙削減を対前年比マイナ
ス１０％を目標にする。 

③廃棄物総排出量を対前年比マイ
ナス１０％を目標にする。 

④ゴミゼロ事業所を目指し、高いリ
サイクル率９９％超を維持する。 

２００３年から２００４年度にか
けて、 
①コピー使用量を対前年比マイナ
ス１０％、 
②廃棄物総排出量を対前年比マイ
ナス１０％、 
③リサイクル率９９％超の維持、 
の目標を立てた。 
 

２００４年度実績（対２００１年
度）は次の通りです。 
①コピー使用量マイナス３５％、 
②廃棄物総排出量マイナス３
２％、 
 
使用量を削減することが、排出量
の削減にもつながっている。事業
所全体の取組みにより、大幅な削
減を実現した。 
 
リサイクル率は、毎年、９９％超
を維持している。 

 

        同上       同上  

    
    
    
    

紙の使用量の抑
制 

①紙類の削減 
 ・コピー機の基本設定を両面コピ

ーにする。 
 ・１枚に複数枚の縮小コピーを可

能にする。 
 （紙の使用について） 
  ・裏紙利用を推進する。 
②ＰＣ、ネットワーク、ＷＥＢの拡
大ならびに積極的な活用によりプ
リント・アウトの紙を削減する。 
 

当面、２００２年度は、 
①コピー使用量を対前年比マイナ
ス１０％を目標にする。 

②ＯＡ用紙削減を対前年比マイナ
ス１０％を目標にする。 

       



    
    (2) その他地球温暖化対策に係る措置の達成状況                                                                                                             
 措 置 の 内 容 （ 計 画 内 容 ）                        取 組 の 状 況                         
   
  
  
  
  
  
 

日本アイ・ビー・エム（株）の社員に対し、e-Work制度を拡大していく。 
 
注）e-Work制度とは、 
自宅に高速のBroadbandの通信回線（ADSL、CATV）を引き、ＰＣシステムにより
週１日～５日の在宅勤務を可能とするもので、事業所への通勤による輸送エネルギ
ーを減少させる効果をもつ。 

本社事業所における２００１年末の e-Work 利用者は３０名。２００４年末現
在、１６９名まで拡大させた。  

 



その５ 
  ５ その他 
   (1) 事業所の規模等                                                                        
  □製品の生産量  
   該当なし。  
  □製品の出荷額  
   該当なし。  
  ■その他  
 

事 業 所 の 規 模 

  事務所ビル  

 業 務 用 建 築 物 の 延 床 面 積              36,726.0 ㎡  
 従業員数（臨時職員を含む。）               1,400 人  

   
   (2) 添付する書類                                                                          
 温室効果ガス排出量集計結果（計画期間の年度別） △別紙（1,  2,  3  ）のとおり  
  
 

燃料、熱及び電気の使用実績 
（計画期間の年度別、月別、用途別等） △別紙（4,  5,  6   ）のとおり 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  備考 △印の欄には、対策結果に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入す 

   ること。 


